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サイバースペースにおける表現の自由と

プロバイダーの法的責任
一ア メ リカ の判 例 を中心 に 一
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1.は じめに一問題 の所在

デジタル情報ネットワークが形成する空間

(サイバースペース)は 、一般向けに開放 さ

れてからまだ日が浅いけれども、コンピュー

タやPDA、 果ては携帯電話などのデジタル

情報ツールとネットワークの発展に伴って、

急速に身近なものになっている。その中心を

なすのはインターネットだが(1)、そのメディ

アとしての特性を考えてみると、次のような

点で従来にない ものであることがわかる。

A.文 字 ・音声 ・静止画 ・動画といった複

合的情報を、双方向で伝達可能。

B.世 界の人々が保有する情報に瞬時にア

クセス可能。また、そこで流通 し入手可

能な情報の規模 もかつてないスケールで

ある(2)。

C.マ スメディアに参入する場合と異なり、

大規模 な施設 ・設備の投資や法的許認可

手続が不要で、誰でも情報発信が可能。

そして、発信 された情報は、特定の地域

に限定されることなく、国境にさえ妨げ

られることなしに、世界の人々に到達し

得る。

インターネ ットは、このように、従来のメ

ディアにない特性を持った、人類がかつて経

験 したことのないメディアである。特に、個

人から世界に向けて情報発信が可能となると

いう点、すなわち、情報発信を望む個人が、

多数の相手に向けて簡単に情報を発信するこ

とができる点は、情報の 「送 り手」と 「受け

手」の分離が鮮明に意識され、その弊害が指

摘されて久しいマスメディアと比較したとき、

注 目に値する。個人がマスメディアに比肩 し

うるメディァを用いること、これは、従来の

紙版や電波メディアでは到底不可能だったこ

とである。ここに、インターネットの表現手

段 としての独 自の意義があると言える。

まさに、インターネットは 厂ユニークかつ

完全に新 しい世界規模の人間コミュニケーショ

ン ・メディア」(3)なのである。

けれ ども、このメディアはその普及 ととも

に、サイバーポルノといわれる問題や不正ア

クセスなど、法的対応が求められる様々な問

題をもまた生み出してきている。このような

問題に対 して考えられる対応の一つの形は、

従来の法制の時に大胆 とも言える解釈 ・運用

によるものだが(4)、より根本的に、デジタル

*現 代文化学科専任講師

一95一



文教大学女子短期大学部研究紀要44集,95-104,2000

情報ネットワークの特性に応 じた、ネットワー

ク社会全体への法的対応はほとんどなされて

いないと言って良いのが現状である(5)。

本稿は、このような中にあって、インター

ネットが極めて重要な表現の手段であるとい

う視点から、その表現の自由問題の一つの焦

点 とも言える問題である、電子掲示板へのユー

ザーによる書 き込みなどの形で、ネットワー

クを通 じて名誉毀損的表現がなされた場合の、

ネッ トワーク ・サービスのプロバイダー(以

下、単にプロバイダーとする)の 責任という

論点を、主としてアメリカの判例を素材とし

て検討 しようとするものである(6)。

以下、第2章 では、1990年 代半ばまでのア

メリカの著名な判例 を取 り上げ、第3章 で、

90年代後半の判例 を取 り上 げる。そ して、

「おわりに」において、わが国の事例に照 ら

して若干の私見 を明らかにすることとする。

なお、少 しずつ出されつつあるわが国の判例、

および、課題 と議論についての詳細は、稿 を

改めて取 り上げることとしたい。

〔注 〕

(1)イ ン タ ー ネ ッ トの 歴 史 につ い て は、 浜

野 保樹 『極 端 に短 い イ ン ター ネ ッ トの 歴

史 』(晶 文 社 ・1997年)が 有 益 で あ る 。

(2)た とえ ば 、 か つ て は紙 版 として 「出版」

さ れ て い た ブ リ タ ニ カ の 百 科 事 典 は 、

現 在 はENcYcLopEDIABRITANNIcA

ONLINEと して 年 額50USド ル の 利 用

料 で ネ ッ トワ ー ク 上 で 公 開 さ れ て い る

〈http://www.eb.com/〉 。

(3)1996年 の 通信 品位 法 の 一 部(47U.S.

C.§223(a)、(d))を 表現 の 自 由 を 制 限

す る もの と して 違 憲 と判 断 した、 連 邦 最

高 裁 判 決 中 の 言 葉(Renov.ACLU,

138LEd2d874,884(1997))o

(4)典 型 的 には 、 ネ ッ トワー ク上 で わ い せ

つ画像が公開された事件に対する、従来

の法(刑 法175条)の 適用の例がある。

例えばある裁判所は、「わいせつ画像の

データが記憶 ・蔵置されている……ハー

ドディスク」自体を 「わいせつ物」 と認

め(京 都地判平成9年9月24日 判時1638

号160頁)、 別の裁判所は、「情報 として

の画像データ」を 厂わいせつ図画」 と認

定している(岡 山地判平成9年12月15日

判時1641号158頁)。

(5)わ ずかに、風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律の第4章 第1節

第3款 〔映像送信型性風俗特殊営業の規

制等〕(平成10年 法55号 により追加)、 お

よび、不正アクセス行為の禁止等に関す

る法律(平 成11年 法128号)が 、ネ ット

ワークの視点から新たな規制を設けた も

のといえる。

(6)サ イバースペースの法的問題一般に関

しても問題が山積 してお り、この点につ

いてすでに多 くの文献がある。さしあた

り、岡村久道ほか 「サイバー法とは何か?」

判 タ984号72頁(1998年)、 高橋 和 之

「『インターネット法制』の現状と将来像」

ジュリ1150号76頁(1999年)、 金森喜正

ほか編 『インターネット法学案内』(日

本評論社 ・1998年)、指宿 信 『サイバー

スペース法』(日本評論社 ・2000年)特

に1-8頁 を参照。

また、Dθびθのρ肌θ麗s一 銑 θ五αωo∫

qy6θr鉱)αcθ,112HARv.L.REv.1574

(1999)は 、アメリカにおけるサイバース

ペース法の論点を包括的に示 してお り、

本稿執筆にあたり全体にわたって参考 と

した。

本稿の課題である表現の自由の問題や

プロバイダ→の責任に焦点を絞った論考

もある。山口いつ子 「サイバースペース

における表現の自由」東京大学社会情報
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研 究 所 紀 要51号(1996年)、 「同 ・再 論 」

53号(1997年)、 小 向 太 郎 厂イ ンターネ ッ

ト ・プ ロバ イ ダ ーの 責 任 」 ジ ュ リ1117号

19頁(1997年)、 川 岸 令 和 「イ ンターネ ッ

ト」 法 教224号20頁(1999年)を 参 照 。

2.Cubby判 決 とStratton判 決

す で に広 く知 られ て い る よ う に、90年 代 の

ア メ リ カで は、 ネ ッ トワー ク を通 じて な され

た ユ ー ザ ー に よ る名 誉 毀 損 的 表 現 に対 す る プ

ロ バ イ ダ ーの 法 的 責 任 問 題 に関 して 、 次 の よ

うな 一 連 の 動 きが あ った(7)。

ま ず 、90年 代 前 半 の 事 件 と して 、 三 ユ ー

ヨ ー ク 南 部 地 区 連 邦 地 方 裁 判 所 のCubby,

Inc.v.CompuServeInc.が あ る 。 コ ン ピ ュ

サ ー ブ社 は 、 パ ー ソナ ル コ ン ピュ ー タか ら ア

ク セ ス した 者 に、 オ ンラ イ ンで情 報 を提 供 す

る 会 員 制 の サ ー ビ ス(CompuServe

InformationService:CIS)を 行 う会 社

で あ る 。 そ して 、 この会 員 は様 々 な情 報 ソー

ス と と も に 、 電 子 掲 示 板 や 会 議 室 か ら な る

「フ ォー ラ ム」 に も ア クセ ス す る こ とが で き

た 。 本 件 は 、 そ の一 つ で あ る 「ジ ャー ナ リズ

ム ・フ ォ ー ラ ム」 の一 部 と して公 開 さ れ て い

た 、 「ル ー マ ー ヴ ィ ル(Rumorville)US

A」(い わ ゆ る ニ ュ ー ズ ・レ タ ー)に よ り

「虚 偽 か つ 名誉 毀損 的 な 言 説 」 を 公 表 さ れ た

とす る原 告 の訴 え に対 して 、 コ ン ピ ュサ ー ブ

社 が 責 任 を負 わ ない とす る判 断 で あ る(8)。

地 裁 の 認 定 に よれ ば、 「ジ ャ ー ナ リズ ム ・

フ ォー ラ ム」 は コ ン ピ ュサ ー ブか ら独 立 した

キ ャメ ロ ン ・コ ミ ュニ ケ ー シ ョンズ 社(CC

I)が 管 理 して いた 。そ して 、前 記 ニュ ーズ ・

レ ター は このCCIと の 契 約 に よ り、DFA

(DonFitzpatrickAssociatesofSan

Francisco)と い う 団体 が 供 給 す る も の で 、

コ ン ピュ サ ー ブ社 とDFAお よび そ の 主 宰 者

との 問 に は雇 用 ・契 約 関係 な どの 直接 的 関係

は な か った 。 そ して 、CCIとDFAの 間 の

契 約 で は 、DFAが 「ル ー マ ー ヴ ィ ル 」 の

厂コ ン テ ンツ に対 す る完 全 な 責 任 を負 う」 こ

とに な っ て い た 。 また 、 コ ン ピ ュサ ー ブ社 は

前 記DFAが 「ル ー マ ー ヴ ィル」 の コ ンテ ン

ッ を ア ッ プロ ー ドす る前 に そ の 中 身 を審 査 す

る機 会 もな か っ た の で あ る 。

判 決 は この よ うな認 定 に基 づ き、 コ ン ピュ

サ ー ブ社 を当該 公 表 物 に対 して編 集上 の コ ン

トロ ー ル権 を持 た な い 流 通 者(distributor)

と認 め た 。 そ して 、 「修 正1条 の 関 連 事 項 を

考 慮 に入 れ た と き、 コ ン ピュ サ ー ブ社 に適 用

され るべ き責 任 の適切 な基準 は 、ル ーマ ー ヴィ

ル の 名 誉 毀 損 的 と され る言 説 を知 ってい たか 、

あ るい は 、知 る理 由が あ っ た か否 か で あ る」

と して 、 内容 を知 らない場合 には コ ン ピュサ ー

ブ社 は責 任 を問 われ ない こ とを 明 らか に した

の で あ る(9)。

判 決 は ま た、DFAの 行為 に対 す る コ ン ピュ

サ ー ブ 社 の代 位 責 任(vicariouseliability)

の 有 無 につ い て も判 断 してお り、上 述 の よ う

な 関 係 で は、CCIもDFAも どち ら も コ ン

ピュ サ ー ブ 社 の 代 理 人(agency)と は 言 え

ず 三 者 はそ れ ぞ れ 独 立 なの で 、 コ ン ピュ サ ー

ブ社 に 原 告 に対 す る責 任 を負 わせ る こ とは で

きな い と した(10)。

一 方
、 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 最 高 裁 が 行 っ た

StrattonOakmont,Inc.v.Prodigy

Services判 決 は 、 電 子 掲 示 板 に ユ ー ザ ー に

よっ て 書 き込 まれ た 言 説 に よ る名誉 毀 損 の訴

え に対 す る もの で あ る 。 判 決 は 、(1)原 告

に よる 名誉 毀損 の訴 え に関 しては 、コ ンピュ ー

タ ・ネ ッ トワー ク ・サ ー ビス を行 う会 社 で あ

る プロデ ィ ジー社 が 電子掲 示板である 厂マ ネー ・

トー ク 」 の 「公 表 者 」(publisher)と し て の

責 任 を負 う こ と、お よび 、(2)「 マ ネー ・トー

ク」 の ボ ー ド ・リー ダ ー が 、本 件 の行 為 お よ

び不 作 為 に 関 し プ ロ デ ィ ジ ー 社 の 代 理 人

(agency)と して行 動 した こ とを認 め た(11)。'
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裁 判 所 は(1)に つ き、 「プ ロ デ ィ ジ ー 社

が 、 新 聞 と同 じ責 任 を負 う公 表者 とな るほ ど、

自 社 の 電 子 掲 示 板(computerbulletin

boards)に 対 して十 分 な編 集 上 の コ ン トロー

ル を行 使 して い た」 こ とが 証 明 され るか 否 か

が 、 裁 判 所 が 判 断 すべ き最 重 要 な問 題 で あ る

と した 。 そ して 、 プ ロ デ ィジ ー社 が 、 新 聞 紙

上 な どで 、 自社 の 電子 掲 示 板 上 の メ ッセ ー ジ

の 内 容 に編 集上 の コ ン トロ ー ル を行 な うオ ン

ラ イ ン ・サ ー ビス で あ る こ とを公 言 した こ と、

お よび 、 同社 が 自動 的 な ソ フ トウェ ア ・ス ク

リー ニ ング ・プ ロ グ ラ ム を 通 じて コ ン トロ ー

ル を行 い 、 ま た 、 ガ イ ドラ イ ン を実施 して 、

こ れ らに よ り内容 に 関す る決 定 を行 っ て い る

こ とが 編 集 上 の コ ン トロ ー ル に あ た る こ と、

以 上 の二 点 が 、前 述 の コ ン ピュ サ ー ブ社 の場

合(Cubby事 件)と 異 な る と して 、 結 局 、 プ

ロデ ィ ジ ー社 を公 表 者 と認 め た ので あ る 。

判 決 は、 電 子 掲示 板 は、 一 般 的 に は書 店 や

図 書館 と同様 とみ な され るべ きで あ る とす る

が 、 プ ロデ ィジ ー を公 表 者 と認 定 せ ざ る を得

な い の は、 同社 自身 の 「政 策 的 ・技 術 的 お よ

び 人 員 配 置 上 の 判 断 」 の た め で あ る と す

る(12)。

ま た 、(2)に つ い て 裁 判 所 は 、 プ ロ デ ィ

ジ ー社 が ボ ー ド ・リ ー ダ ー の 活 動 に つ い て

「管 理作 用 」(managementfunction)を 行 っ

て い た な どの実 態(substance)か ら、 少 な

く と も電 子 掲 示 板 で あ る 「マ ネ ー ・トー ク」

の モ ニ タ ーお よ び編 集 に 関 して は 、 プ ロ デ ィ

ジー 社 が ボ ー ド ・リ ー ダ ー の活 動 を指 示 し監

督 して い た こ と を認 め た 。 判 決 は以 上 か ら、

本 件 の ボー ドリー ダー が プ ロ デ ィ ジ ー社 の代

理 人 と して行 動 した と判 断 した(13>。

以 上 、 二 つ の 判 例 を み た が 、1991年 の

Cubby判 決 にお い て は、裁判 所 は プロバ イ ダー

を公 表者 とは み な さず 、 そ の 責 任 を限 定 す る

とい う一 つ の解 決 策 を示 した 。 しか し、 同 判

決 は 、 プ ロバ イ ダ ーが 自社 の サ ー ビス を通 じ

て流 通 す る コ ンテ ンツ の 中 身 を知 らな か っ た

場 合 に、 そ の責 任 を否定 す る とい う もの であ っ

た た め 、 プ ロバ イ ダ ー が積 極 的 に コ ンテ ン ツ

の 中 身 に対 す る コ ン トロ ー ル を行 お う と した

場 合 に 、 む しろ重 い責 任 を負 わ な けれ ば な ら

な い とい う結 果 を生 む こ とに な りか ね なか っ

た 。 そ して実 際 にStratton判 決 は そ の よ う な

判 断 とな っ た の で あ る 。

こ の点 は しか し、1996年 の電 気 通 信 法 の 七

つ の編 の一 つ と して制 定 さ れ た連 邦 通 信 品 位

法(CommunicationsDecencyActof

1996(CDA))に よ り、 立 法 的 に解 決 され た 。

そ の230条(以 下 、 §230と す る)(c)(1)は 、

流 通 す る コ ンテ ン ツの 中身 につ い て 知 って い

る か 否 か に関 わ りな く、 プ ロバ イ ダー が他 の

情 報 作 出者 が 提 供 す る情 報 につ い て 「公表者 」

あ るい は 「発 言 者 」 と して 取 り扱 わ れ る こ と

が ない こ と を明確 に して 、 プ ロバ イ ダ ー に大

幅 な 免 責 を与 えた の で あ る(14)。

と ころ で 、 この §230に は 、上 述 の(c)に 先

立 つ(b)が あ り、 そ こで 、 イ ン タ ー ネ ッ トや

そ の 他 の 双 方 向 の コ ン ピ ュ ー タ ・サ ー ビス

(以 下 、 イ ン タ ー ネ ッ ト等 と す る)に 対 処 す

る 、 五 項 目の 厂方 針(Policy)」 が 明 ら か に

さ れ て い る 点 に も注 目す る 必 要 が あ る。

そ の(1)は 、 イ ンタ ー ネ ッ ト等 の 継 続 的

発 展 を促 進 す る こ と、(2)は 、イ ン ターネ ッ

ト等 に現 在 あ る、 「活 気 あ る(vibrant)競 争

的 な 自由市 場 」 を維 持 す る こ とで あ る 。 こ こ

に 、著 名 な 「思 想 の 自 由市 場 」 とい う言 葉 を

強 く想 起 させ る 「活 気 あ る競 争的 な 自由市場 」

とい う言 葉 が 使 われ て い る こ とか ら も明 らか

な よ う に、 §230は 明確 に サ イ バ ー ス ペ ー ス

に お け る表 現 の 自由 の 維 持 を 目的 と して制 定

さ れ た の で あ る(15)。そ し て 、 こ の 立 法 措 置

は 後 の 判 例 に よ り支 持 され た 。
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〔注 〕

(7)DθoθZqρ 肌 θ漉8(前 掲 注(6))at

1599-1601,1610-4を 参 照 。

(8)776F.Supp.135(S.D.N.Y.1991).

(9)弼.,at140-1.代 表 的 流 通 者 は 、 公 共

図 書 館 や 書 店 で あ る。 判 決 は、 流 通 者 が

公 表 物 を流 通 させ た こ と に よ り有 責 と さ

れ る に は、 「当該 公 表 物 の 内容 に つ い て

知 って い る の で な け れ ば な らな い 」 とす

る要 件 は 、 憲 法 の 修 正 第1条 に深 く根 ざ

す もの で あ る こ と を強 調 す る(at139)。

これ に対 し、 公 表 者(publisher)は 、

そ の 公 表 した作 品 に含 まれ る名誉 毀 損 的

言 説 につ い て 、 そ の 言 説 につ き特 別 な 認

識 が あ っ た こ との 証 明 が な くと も有 責 と

され得 る の で あ る 。

(10)1と ♂.,at143.

(11)23MED.L.RpTR.1794(N.Y.Sup.

Ct.May25.1995).

(12)14.,at1796-8.

(13)14.,at1799.

(14)47U.S.C.§230(c)(1).条 文 は 次 の

よ う で あ る 。

(1)〔 公 表者 も し くは発 表 者 の取 扱 い 〕

「双 方 向 の コ ン ピュ ー タ ・サ ー ビス の

プ ロバ イ ダ ー も し くはユ ーザ ー は 、他 の

情 報 コ ン テ ン ツ作 出者 が 提 供 す る い か な

る情 報 につ い て も、公 表 者 も し くは発 言

者 と取 り扱 われ て は な らな い」

こ こで 「双 方 向 の コ ン ピ ュ ー タ ・サ ー

ビス 」 は 、 「多 数 のユ ー ザ ー に よ る コ ン

ピ ュ ー タ ・サ ーバ ーへ の ア ク セス を提 供

も し くは 可 能 にす る、 情 報 サ ー ビス 、 シ

ス テ ム 、 も し くは ア クセ ス ・ソ フ トウ ェ

アの プロバ イダ ーであ り、特 に、イ ンタ ー

ネ ッ トへ の ア クセ ス を提 供 す るサ ー ビス

も し くは シ ス テ ム 、並 び に、 図 書館 や教

育 機 関が 運 営 す る シ ス テ ム も し くはそ れ

らが 提 供 す るサ ー ビス を含 む」((f)(2))

と され て い る 。

ま た 、 同 条(c)(2)〔 民 事 責 任 〕 は 、

「(A)プ ロバ イ ダ ー も し くはユ ー ザ ー が 、

わ い せ つ 、 み だ ら(lewd)、 煽 情 的(las-

civious)、 卑 わ い(filthy)、 過 度 に暴 力

的 、迷 惑(harassing)も し く は そ の 他

不 愉 快(objectionable)と 考 え る 題 材

へ の ア ク セス や そ の利 用 を制限す るため 、

誠 意 を持 っ て 自発 的 に行 っ た い か な る措

置 につ い て も、 そ の題 材 が憲 法 上 保 護 さ

れ て い る か否 か に 関 わ り な く」、 そ れ を

理 由 と して 「双方 向 の コ ンピュー タ ・サ ー

ビス の プ ロバ イ ダ ー も し くはユ ー ザ ー は

責 任 を 問 われ て は な らな い」 とす る。

これ らの規 定 に よ り、 プ ロバ イ ダー は

公 表 者 と して 重 い 責 任 を負 うこ とな く活

動 で きる こ とが 明 確 化 さ れ た と と もに 、

他 方 で 、 プ ロデ ィ ジ ー社 の よ う に 、流 通

す る コ ン テ ン ツの 中身 をモ ニ タ ー して必

要 な措 置 を と って も、 こ の こ とを理 由 に

責 任 を問 われ る危 険 は軽 減 され た と言 え

そ うで あ る。 プ ロバ イ ダ ーが 過 剰 な責 任

を負 う こ と を回 避 した う えで 、 プ ロバ イ

ダー に よ る 自主 規 制 は 支 援 す る とい う、

非 常 に現 実 的 な 選 択 を議 会 は した もの と

評 価 で き る(Zeranv.AmericaOnline,

Inc.(後 掲 注(16),at331を 参 照)。

(15)47U.S.C.§230(b).他 の 三 項 目 を見

る と、(3)は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト等 の 利

用 者 が 受 け 取 る 情 報 に対 す るユ ー ザ ー に

よる コ ン トロー ル を最 大 化 す る技 術 の 発

展 を促 進 す る こ と、(4)は 、 親 が 「不

愉 快 な い し不 適 切 な(objθctionableor

inappropriate)」 題 材 へ の子 ど もの ア ク

セ ス を制 限す るこ とを可能 にす る 「遮 断 ・

フ ィル タ リ ング技 術 」 の 発 展 ・利 用 に対

す る 「た め ら い(disincentives)」 を 除

去 す る こ と、 そ して 、(5)は 、 わ い せ
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つな通信等を防止し処罰するため、連邦

刑法の精力的な執行を確保すること、で

ある。

3.1996年 の通 信 品位 法制 定後

の判例

連邦 第4巡 回控 訴 裁 判 所 のZeranv.

AmericaOnline,Inc.判 決は、上述の §230

を明確 に支持 した判決として知られている。

事件は、アメリカ ・オンライン社(AOL)

の電子掲示板 に掲載された氏名不詳の第三者

による広告に、繰 り返し自分の電話番号を使

われて被害を受けた原告が、削除に手間取 る

などの過失責任 を主張してAOLを 訴えたも

のである(16)。AOL側 は抗弁として §230を

持ち出し、一審のバージニァ州東部地区連邦

地方裁判所は、AOL側 を支持 した。

原告(控 訴人)側 は、本件のような第三者

による 「悪ふざけ(hoax)」 があったことを

AOLに 知らせた時点で、AOLは 当該記載

を削除するなどの義務を負 うと主張していた。

これに対 し連邦控訴裁判所 は、 §230の 意

義および目的に関連 して次の判断を示 した。

すなわち、(1)前 述の§230の文言は、第三

者が発 した情報に対するプロバイダーの免責

を創設したもので、これにより、編集機能を

行ったことを理由にプロバイダーに責めを負

わせることを求める訴訟が許されないことに

なったこと、(2)連 邦議会は、不法行為に

基づ く訴訟が、インターネットという新 しい

メディアにおける表現の自由にもたらす脅威

を認識 してお り、厂§230は、インターネット・

コミュニケーションの活気ある性格を維持し、

また従って、政府のこのメディアへの介入を

最小に保つために制定された」こと、以上の

二点である。裁判所はこの(2)に 関連して、

自社のサービスを通じて提供されるメッセー

ジにプロバイダーが不法行為責任を負わなけ

ればならないとした場合に、プロバイダーが

提供するメッセージの数 とタイプを自ら厳 し

く制限してしまうこと、すなわち 「萎縮効果

(chillingeffect)」 が生 じる とも述べ てい

る(17)。

判決はこのように、 §230の文言 に従って、

プロバイダーが公表者としての責任を負わな

い ことを明確にした。けれども、Zeran判 決

の判示事項はこれにとどまらなかった。続い

て判決は、プロバイダーが流通者 としての責

任 を負うことになるかについても次のように

言 っている。

この点に関する原告(控 訴人)側 の主張は、

「流通者」は 「公表者」とは法的に意味の異

なる語であり、§230は 「公表者」 としての

責任のみを免責 しているのであって、プロバ

イダーの流通者 としての責任には変化がない

というものだった。

これに対 し判決は、名誉毀損法上 は、厂流

通者」 も公表(publish)に 関わる者 として

「公表者」の概念に含まれるのであって、A

OLも 公表者の定義に含まれ、従 って §230

によって保護されるとする論理で、原告(控

訴人)の 主張を退けたのである(18)。

Zeran判 決はこのように、(1)§230に よ

り、プロバイダーは電子掲示板上の名誉毀損

的言説に対 して公表者 としての責任を負わな

い ことになったとするとともに、(2)同 条

により、プロバイダーに公表者 とは別の概念

としての流通者 としての責任 を負わせること

もできないことになった点をも明確 にした。

この(2)の 点は、明文上は必ず しも明確で

はなかった点である。これにより、本件のよ

うに度重なる名誉毀損的記載(広 告)が なさ

れ、被害者が会社に善処方を求めている(従 っ

て、プロバイダーも当然に内容を知 りうる立

場 に置かれている)例 でも、プロバイダーの

責任 を否定する方向が示 されたのである。

Zeran判 決の示 した上述の方向性は別の判
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決 で も 支 持 さ れ て い る 。Blumenthalv.

Drudge事 件 に対 す る コ ロ ン ビ ア 地 区連 邦 地

方 裁判 所 の判 決 は 、AOL(被 告 の 一 人)が

加 入 者 に提 供 す る ゴ シ ッ プ コ ラ ム(Drudge

Report)中 の 名 誉 毀 損 的 言 説 に 対 す るAO

Lの 責 任 を否 定 した(19)。 こ の 事 件 で は 、A

OLは 問題 とな っ た ス トー リー の執 筆 に は実

質 的 に 関与 して い な か っ た もの の 、 こ の コ ラ

ム の作 出者 に月 額3000ド ル の 「使 用 権 料 」 を

支 払 う と と も に 、 会 員 へ の 売 り 込 み

(promote)も し、 さ ら に は 、AOLと 作 出

者 との ラ イセ ンス 契 約 に よ り、AOLは 、 当

時 の標 準 サ ー ビス 規 定 に違 反 す る と合 理 的 に

判 断 した コ ンテ ン ツ を削 除 も し くは削 除 を指

示 す る権 利 を も保 持 して い た 。AOLは この

よ う に、 コ ラム作 出者 と契 約 関係 にあ っ た の

み な らず 、内容 に対 す るあ る程 度 の コ ン トロー

ル もで きた の で あ る 。

この点 につ き、連 邦 地 裁 は 、AOLが 作 出

者 の提 供 す る コ ンテ ンツ に対 し 「あ る程 度 の

編 集 権 」 を持 っ て い る こ とを 認 め 、 「少 な く

と も流 通 者 に適 用 さ れ る責 任 の基 準 」 に服 さ

せ る こ と が 厂ま っ た く 適 正 と 思 わ れ る

(wouldseemonlyfair)」 と ま で 述 べ て い

る。 しか し、 裁 判 所 は続 けて 、 「他 者 が 提 供

す る コ ンテ ン トを利 用 可 能 にす るにあ たって 、

双 方 向 の サ ー ビス プ ロバ イ ダー が 能 動 的 で 積

極 的 で さえ あ る役 割 を果 た す 場 合 に さえ 〔プ

ロバ イ ダ ー に 〕免 責 を与 え る こ とい う形 で 、

議会 は異 な る 政 策 を選択 した の で あ る」 とす

る(20)。

か くて 、Blumentha1判 決 で は 、 プ ロ バ イ

ダ ーが 「あ る程 度 の編 集 権 」 と さえ い え る よ

う な力 を コ ン テ ン ッ に対 して持 つ場 合 で あ っ

て も、 他 の者 が 作 出 した情 報 に対 して責 任 を

負 わ ない こ と を肯 定 した 。

この よ う に プ ロバ イ ダ ーが免 責 され る こ と、

これ が アメ リ カ連 邦 議 会 の 政策 的選択 で あ り、

Zeran判 決 は積 極 的 に 、Blumenthal判 決 は

「やむを得ず」 この選択に沿 った判断 をした

ように思える。

特にZeran判 決が、プロバ イダーに民事上

の責任を過剰 に負わせることが表現の 自由に

及ぼす影響を考慮し、明確に 「萎縮効果」の

見地からこの問題を捉えようとした点は注 目

に値する。そ して、Blumentha1判 決 までの

経過から判断する限 り、アメリカではプロバ

イダー自身が作出したのでないオンライン上

の名誉毀損的言説に対 しヤプロバイダーの民

事責任 を追及する道はほぼ残されていない と

いえそうである(21)。

〔注 〕

(16)129F.3d327(4thCir.19⇔7).

(17)14.,at330-1.

(18)14.,at331.半 叮決 は、Stratton半 旺決 や

Cubby判 決 が 行 った 公 表 者 と流 通 者 の 区

別 は、 「大 きな公 表 者 の カ テ ゴ リ ー の 範

囲 の 中で 、 関 係 す る公 表 者 の個 別 の類 型

に よ って 、 異 な った 責 任 の基 準 が 適 用 さ

れ う る こ と」(傍 点 筆 者)を 表 現 して い

る にす ぎず 、 両 判 決 は 「流 通 者 が 名 誉 毀

損 法 上 、 同 時 に公 表 者 の 一類 型 で ない こ

と」 ま で示 唆 す る わ け で は な い とす る

(at332)o

(19)992F.Supp.44(D.D.C.1998)

(20)14.,at52.

(21)DθoθZop椛 θ撹8(前 掲 注(6))at16

12-4参 照 。

4.お わ りに

一 わが国 にお ける議論 に寄 せて

これまで見てきたように、アメリカにおい

ては、(1)ネ ットワークを通 じて公開 され

た情報 に対するプロバイダーの責任の範囲を

極めて限定して、事実上情報作出者のみを有
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責 とする方向が示され、(2)裁 判所が㍉ さ

らにこれを表現の自由(お よび 「i萎縮効果」:

Zeran判 決)の 見地か ら根拠づける方向が

みられる。

わが国ではどうであろうか。ここでは問題

の概略にのみ触れておきたい。

わが国で、ユーザーによるネットワーク上

の名誉毀損的言論に対 し、誰にどのような責

任が生 じるかについて判断した裁判例はまだ

多 くない。その中で、リーディング ・ケース

とされ るニ フテ ィサー ブ事件東京地裁 判

決(22)と東京地裁平成11年9月24日 判決(以

下、都立大事件 とする)(23)を 簡単 に見 てお

きたい。

ニフティ事件で、原告は、パソコン通信の

「フォーラム」に設置されている電子会議室

に書 き込まれた発言による名誉毀損 を理由と

して、同フォーラムを開設するパ ソコン通信

事業者、当該フォーラムの担当システム ・オ

ペ レーター(以 下、シスオペ とする)、 お よ

び、当該書 き込みをした本人に損害賠償等の

請求をした。これに対 し判決は、当該フォー

ラムを運営 ・管理 していたシスオペについて、

「少な くとも……他人の名誉 を毀損する発 言

が書き込まれていることを具体的に知ったと

認められる場合には……その地位 と権限に照

らし、その者の名誉が不当に害されるこどが

ないよう必要な措置をとるべ き条理上の作為

義務があったと解するべ き」(傍 点筆者)と

して、一か月余 り、本件の発言を放置 したと

されるシスオペの不法行為責任(作 為義務違

反)を 認め、さらに、被告となったパソコン

通信事業者について も使用者責任を認めたの

である(24)。,

この 「条理上の作為義務」という文言は、

① 「他人を誹謗中傷するような内容の発言が

書 き込 まれた場合の対処も、フ ォーラムの運

営 ・管理の一部」であること、②シスォペは、

削除等の、「その有線送信 を停止する措置 を

取ることができ」ること、③ 「名誉 を毀損さ

れた者には」「自ら行い得る具体的 な手段 は

何 ら与えられていない」 こと、④会員規約に

は、発言が削除されることがある旨の規定が

あ り、運営マニュアルにも、対処 に関する記

載があること、という四点にわたる事情の検

討に基づいて導 き出されたものである。

一方、都立大事件は、大学のシステム内で、

ホームページを開設する資格に基づき学生が

開設 したホームページによる名誉毀損につい

て、そのホームページの開設者 と、システム

設置管理者である東京都(都 立大学の設置者)

の不法行為責任が問われた事件である。

都立大学には教育研究用情報処理 システム

と、同システムを経由してインターネットに

接続されているが、これと一応別個のシステ

ムである教養教育用のパソコン教室のシステ

ム(教 養部システム)が あり、前者 について

はその維持管理などについて定められた 「要

綱」の適用があるものの、後者にはその適用

がなかった。このような事情の下で、判決は、

問題 となったシステム(教 養部システム)に

は前記 「要綱」の適用はないものの、(1)

情報教育担当教員は 「条理上……社会通念上

許されない と判断 した公開情報を除去するこ

とができる⊥こと、および、(2)こ の 厂削

除権限」は、「被害者保護 のために認められ

た ものというよりは」システムの 「信用を維

持するという都立大構成員全体の利益のため

に認められているものというべ きである」こ

と、という二点の判断を行った うえで、さら

に、ーネットワークの 「管理者の被害発生防止

義務の成否は、事柄の性質に応 じて、条理に

従い、個別的ない し類型的に検討すべ きもの

である」として、結局、次のように述べてい

る。

「〔名誉毀損行為は、当事者以外 の一般人

の利益 を侵害するおそれ も少なく、当該文

書が名誉毀損にあたるか否かの判断 も困難
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なことが多い点を考慮すると〕加害者で も

被害者で もないネットワーク管理者に対 し

て、名誉毀損行為の被害者に被害が発生す

ることを防止すべ き私法上の義務を負わせ

ることは、原則 として適当ではないものと

いうべきである。」

厂そうであるとすれば、ネットワークの管

理者が名誉毀損文書が発信されていること

を現実に発生 した事実であると認識 した場

合において も、右発信を妨げるべき義務を

被害者に対する関係において も負うのは、

名誉毀損文書に該当すること、加害行為の

態様が甚だ しく悪質であること及び被害の

程度も甚大であることなどが一見 して明白

であるような極めて例外的な場合に限られ

るものというべ きである。」

判決は以上のように述べて、大学の担当職

員が 「原告らに対する関係においては……私

法上本件文書の削除義務を負わないことが明

らか」(傍 点筆者)と 判断したのである(25)。

この都立大事件は、(1)ネ ットワークの

管理者には、原告 との関係では一般には名誉

毀損的文書の削除義務はないこと、(2)た

だ例外的に、悪質かつ被害程度が甚大という

ことが一見明白な場合は、削除義務を生 じる

場合があること、以上の二点を判断 したもの

といえる。この判決は、ユーザーが開設 した

ホームページに関 して、システムの設置管理

者の責任 を軽減する方向を示 したものと言う

ことができよう。

それでは、この二つの判断を参考に、わが

国のサイバースペースにおける表現の自由と

責任 という問題を考えると、どのようなこと

が言えるだろうか。

次の点を指摘 して、本稿のまとめに代えた

い。第一に、上述の二つの判決は、片やパソ

コン通信上のフオーラムと担当シスオペ(と

通信事業者)に ついての判断で、規約上削除

権限が明示 されている場合(ニ フティ判決)

であり、片や、ホームページとネットワーク

管理者についての判断で、要綱等により管理

者の削除権限が明示 されていない場合 という

相違がある。けれども、噛いずれの事件 におい

ても、裁判所は同様に規約や管理の態様につ

いての検討を行ったうえで、「条理」が、一

方ではシスオペに被害者救済の責任 を負わせ

る方向で(ニ フティ事件)、 他方ではネ ッ ト

ワーク管理者の被害者救済責任 を回避する方

向で(都 立大事件)用 いられている。

法的基準が不明確ないしは不存在の場合に、

「条理」が裁判規範 として用いられるのは当

然である。しかし、厂条理」 は裁判官 による

ア ド・ホックな判断と選ぶところがない恐れ

があることを考えると、インターネットのよ

うな情報ネットワークのメディアとしての特

性、プロバイダーの法的性格など、サイバー

スペースにおける 「表現の自由」 と法的責任

を取 り扱 う、統一的で明確 な法的基準が、わ

が国においてもやは り求められていると言わ

なければならないのである(26)。

次に、第二にく上述の二つの判決では、プ

ロバイダーの会員規約やネットワーク管理上

の 「要綱」 類の効力、電気通信事業法上の

厂通信」と 厂フオーラム」や 「ホームページ」

を通 じての情報発信 との相違、そして～この

ような情報発信 と表現の自由との関わりなど、

重要な論点が十分 に検討されていないように

思われる。わけても、インターネットに代表

される情i報ネットワークに、「は じめに」 に

おいて触れたメディアとしての独 自の意義が

あることに鑑みると、ネットワークを通 じた

情報のや り取 りを 「表現の自由」の視点から

理解することが必要と思われるのである(27)。

以上のような点を考えたとき、1996年 に法

律をもって、ネットワークを通じた情報発信

を表現の自由の視点から捉え、政策的選択に

より基準 を提示 したアメリカの経験:には、学

ぶべ きものがあると思われる。
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本稿では、「おわりに」において取 り上げ

た二つの判例の十分な検討を含む、わが国に

おける課題 と議論に触れる余裕がなかった。

これらの検討は、稿を改めて行うこととした

いo

〔注 〕

(22)東 京地判平成9年5月26日 判時1610号

22頁 。この判決の解説 ・評論は多数ある。

新美育文 「パソコン通信での名誉毀損」

法学教室205号73頁(1997年)、 高橋和之

厂パソコン通信と名誉毀損」 ジュリ1120

号80頁(1997年)、 手嶋 豊 「パ ソコン

通信での中傷に賠償を命令」法学教室20

6号17頁(1997年)を 参照。特 に、高橋

論文は、厂表現の自由」 の見地から判決

の問題点を具体的に指摘 してお り有益で

ある。

また、問題となった発言の内容やシス

オペの対応など、ニフティ事件の 「事件」

としての中身そのものについて極めて詳

しい検討をするものとして、ニフティ訴

訟を考える会編 『反論一ネットワークに

おける言論の自由と責任』(光芒社 ・2000

年)が あり、この事件を具体的に考える

うえで極めて示唆に富む。

(23)東 京地判平成11年9月24日 判時1707号

139頁 。

(24)ニ フティ事件(前 掲注(22))38-9頁 。

但 し、判決は 「シスオペに対 し、条理に

基づいて、その運営 ・管理するフォーラ

ムに書 き込まれる発言の内容 を常時監視

し、積極的に右のような発言がないかを

探知 したり、全ての発言の問題性 を検討

したりというような重い作為義務 を負わ

せるのは、相当でない」 としている(37

頁)。 シスオペについて、Cubby判 決が

示 した流通者の責任に近い考え方が適用

され た もの と言 え る。

(25)都 立大 学事 件(前 掲 注(23))144-6頁 。

(26)国(郵 政省)の 取組 み を示 す もの と し

て 、情 報 通信 全 般 に 関 わ る 「不 適正利 用 」

の 問題 を扱 う、 郵 政省 「情 報 通 信 の 不 適

正 利 用 と苦 情 対 応 の在 り方 に 関 す る研 究

会 報 告 書 」 〈http://www.mpt.go.jp/

pressrelease/japanese/tsusin/990201j

501 _01.html>(平 成11年2月1日)を

参 照 。

(27)「 表 現 の 自由 」 の視 点 か らサ イバ ー ス

ペ ース の 法 的 問 題 を考 え る必 要 を説 くも

の と して 、 山 口 「サ イバ ース ペ ー ス に お

け る表 現 の 自 由 」 「同 ・再 論 」(前 掲 注

(6))が 参 考 と な る。

(2000年9月20日)
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